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平成29年５月２日

株 主 各 位
愛 知 県 稲 沢 市 天 池 五 反 田 町 １ 番 地

代表取締役社長 後 藤 秀 樹

第26回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第26回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年５月18日（木

曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげ

ます。

敬　具

記

１．日 時 平成29年５月19日（金曜日）午前10時

２．場 所 愛知県稲沢市正明寺三丁目114番地

稲沢市民会館（名古屋文理大学文化フォーラム）中ホール

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 　第26期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）事業

　報告および計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役７名選任の件

第３号議案 監査役３名選任の件

第４号議案 補欠監査役２名選任の件

第５号議案 会計監査人選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.ucscard.co.jp/）に
掲載させていただきます。
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　（添付書類）

事　業　報　告

(平成28年３月１日から)平成29年２月28日まで

１．株式会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善を背景に緩
やかな回復基調が続いております。

しかしながら、中国の経済成長の減速や米国新政権の政策動向等による世
界経済の下振れ懸念や金融市場の変動等の影響もあり、景気は依然として先
行き不透明な状況が続いております。

当業界におきましては、個人消費に足踏み感が見られるものの、クレジッ
トカード決済領域の拡大・浸透等により、カードショッピングの拡大が継続
しております。

一方で、金融商品は貸金業法の影響により、引き続き厳しい状況が継続し
ております。

また、当社は、平成28年９月１日にユニーグループ・ホールディングス株
式会社（現ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社）が経営統
合することを契機に利息返還損失引当金の見積り方法に関して見直しを行い
ました。この見積り方法の変更により、従来の方法に比べて、当事業年度の
営業利益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ3,534百万円減少いた
しました。

この結果、当事業年度の業績は、営業収益19,997百万円（前期比2.5％増）、
営業利益301百万円（前期比92.1％減）、経常利益304百万円（前期比92.1％
減）、当期純利益19百万円（前期比99.2％減）となりました。

事業別の業績は次のとおりであります。

①　カード事業

（ア）包括信用購入あっせん

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の誕生を記念して、
ＵＣＳカード会員を対象としたキャンペーン企画を実施いたしました。ま
た、飲食、レジャー施設等の提携加盟店とのクーポン企画や利用促進キャ
ンペーンの実施により、取扱高の拡大に取り組みました。加えて、与信政
策と利用促進の強化によるリボ・分割払いの取扱高拡大に取り組みました。

会員募集につきましては、グループ店舗以外の新たなチャネルでの募集
活動を展開してまいりました。
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この結果、当事業年度末のＵＣＳカード会員数は302万人（前期末比0.1％
減）、取扱高は667,352百万円（前期比4.3％増）、営業収益は13,236百万
円（前期比3.3％増）となりました。

（イ）融資

貸金業法の影響により、取扱高および残高は引き続き厳しい状況で推移

いたしました。

この結果、取扱高は11,599百万円（前期比7.7％減）、営業貸付金残高

は、10,051百万円（前期末比8.7％減）、営業収益は1,859百万円（前期比

10.0％減）となりました。

（ウ）電子マネー

ユニコチャージ企画や割引チケットプレゼント等の利用促進キャンペー

ンの実施に加え、他業種ポイントからユニコポイントへの交換サービスの

拡充等により、取扱高の拡大に取り組みました。

この結果、当事業年度末のユニコ会員数は184万人（前期末比18.1％増）、

取扱高は191,572百万円（前期比9.1％増）、営業収益は2,150百万円（前期

比11.6％増）となりました。

その他の営業収益を合わせ、カード事業の営業収益は合計で18,122百万

円（前期比3.0％増）となりました。

営業費用につきましては、包括信用購入あっせんおよび電子マネーの取

扱高増加に伴うポイント費用の増加に加え、見積り方法の変更による利息

返還損失引当金繰入額の追加計上等により、18,635百万円（前期比27.9％

増）となりました。

以上の結果、カード事業の営業損失は512百万円（前期は営業利益3,034

百万円）となりました。

②　保険リース事業

（ア）保険代理業

企業向けの損害保険は苦戦したものの、保険ショップを中心とした生命

保険が堅調に推移いたしました。

この結果、営業収益は1,721百万円（前期比1.3％減）となりました。

その他車両リース等の収益を合わせ、保険リース事業の営業収益は合計

で1,874百万円（前期比1.4％減）となり、営業利益は814百万円（前期比

1.4％増）となりました。
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カード事業における取扱高

部 門 別 金 額 構 成 比 前 期 比

カ ー ド 事 業 百万円 ％ ％

包括信用購入あっせん 667,352 76.7 104.3

融 資 11,599 1.3 92.3

電 子 マ ネ ー 191,572 22.0 109.1

合 計 870,524 100.0 105.2

（注）取扱高は元本取扱高であり、消費税等を含めておりません。

事業のセグメント別営業収益

部 門 別 金 額 構 成 比 前 期 比

カ ー ド 事 業 百万円 ％ ％

包括信用購入あっせん収益 13,236 66.2 103.3

融 資 収 益 1,859 9.3 90.0

電 子 マ ネ ー 収 益 2,150 10.7 111.6

そ の 他 の 収 益 875 4.4 110.7

金 融 収 益 0 0.0 －

カ ー ド 事 業 計 18,122 90.6 103.0

保 険 リ ー ス 事 業 百万円 ％ ％

保 険 代 理 業 収 益 1,721 8.6 98.7

そ の 他 の 収 益 153 0.8 97.7

保 険 リ ー ス 事 業 計 1,874 9.4 98.6

合 計 19,997 100.0 102.5
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(2) 設備投資の状況
当事業年度における設備投資の総額は791百万円であり、その主なものは、

営業収益の拡大、業務効率化のためのソフトウエア開発であります。

(3) 資金調達の状況

当事業年度における資金調達は、自己資金のほかユニー・ファミリーマー

トホールディングス株式会社および金融機関からの借入金をもって充当いた

しました。

(4) 対処すべき課題

当社を取り巻く環境は、貸金業法の総量規制の影響による市場の縮小、少

子高齢化・人口減少によるカード会員獲得競争の激化に加え、多様化する決

済手段への新規参入や新サービスへの対応など、厳しい競争環境が継続する

ものと思われます。

一方で、国内における決済市場はますますキャッシュレス化が進行し、ク

レジットカードおよび電子マネーの市場拡大が見込まれます。

このような環境の中で、当社は「成長と改革への挑戦」を方針に掲げ、グ

ループにおける金融サービス会社として、確固たる基盤を確立するとともに、

「新規開拓」と「グループ外拡大」を積極的に推進し、持続的な成長とさら

なる企業価値の向上に取り組んでまいります。

具体的には、以下の項目を対処すべき課題として認識しております。

① カード会員および取扱高の拡大

ＵＣＳカードの特典・魅力を高めることで商品力を向上させ、新規会

員の募集拡大と取扱高拡大を図ってまいります。また、グループ外での

募集拠点開拓と提携を強化してまいります。

② 電子マネー事業の営業拡大

利用拠点および募集場面の拡大のほか、グループ外企業における電子

マネーやポイントカードの業務受託など、電子マネー事業のさらなる拡

大に取り組んでまいります。
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③ 適正な与信管理と残高商品の拡大

収益とリスクのバランスを保った与信管理・債権管理により残高商品

の拡大を図り、「利益の最大化」に取り組んでまいります。

④ 保険マーケットに対する提案力の強化

会員データを活用したダイレクトマーケティングや保険ショップ、コ

ールセンター、ＷＥＢなど当社の強みを融合して、お客様のニーズに合

わせた提案力を強化し、新規契約の獲得の向上に取り組んでまいりま

す。

⑤ ＷＥＢ・ＩＴを活用したローコストオペレーションの確立

ＩＴ技術等の積極活用により業務の正確性向上、スピード化を図り、

ローコストオペレーションの実現に取り組んでまいります。

⑥ 安心に利用いただくためのセキュリティの強化

決済領域の拡大に対応して、ＩＣカード化やネットセキュリティ対

策、不正検知の高度化などお客様がさまざまなシーンで安心してカード

をご利用いただけるセキュリティの強化に取り組んでまいります。

⑦ 内部統制システムとコンプライアンス体制の徹底

業務に関連する法令遵守はもちろんのこと、公正な企業活動を推進す

るための企業倫理基準その他規範の遵守を徹底するとともに、個人情報

の適正管理に向けた体制を構築し、コンプライアンス体制の強化と企業

価値向上に向けたガバナンス体制の強化を徹底してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも、なお一層のご支援を賜りますよ

うお願い申しあげます。
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(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
第 23 期

(平成26年２月期)
第 24 期

(平成27年２月期)
第 25 期

(平成28年２月期)

第 26 期
(平成29年２月期)

(当期)

営 業 収 益(百万円) 17,294 18,428 19,500 19,997

経 常 利 益(百万円) 3,329 3,664 3,840 304

当 期 純 利 益(百万円) 2,034 2,150 2,333 19

１株当たり当期純利益 (円) 108.16 114.34 124.07 1.03

総 資 産(百万円) 127,088 137,435 144,611 150,442

純 資 産(百万円) 20,996 22,773 24,665 24,216

(6) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係
当社の親会社はユニー株式会社で、同社は当社の株式15,299,700株（出

資比率81.34％）を保有しております。
当社は親会社であるユニー株式会社と包括信用購入あっせんの加盟店契

約等を締結しているほか、長期借入金を調達しております。
なお、平成28年８月21日付で、当社の親会社であったユニーグループ・

ホールディングス株式会社が保有していた当社の株式15,299,700株がユニ
ー株式会社に承継されたため、親会社が異動しました。ユニーグループ・
ホールディングス株式会社は、平成28年９月１日をもって同社を吸収合併
消滅会社として株式会社ファミリーマートと吸収合併しております。また、
同日株式会社ファミリーマートは、ユニー・ファミリーマートホールディ
ングス株式会社に商号変更を行っております。ユニー株式会社は、ユニ
ー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社であり、ユ
ニー・ファミリーマートホールディングス株式会社は当社の株式を間接保
有しております。

②　親会社との間の取引に関する事項
（ア)当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

取引条件の決定につきましては、一般取引条件を参考にしながら、経
費や市場金利等を勘案し、交渉のうえ、当社にとって不利益とならない
合理的な条件となるように留意しております。

（イ)当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断
およびその理由

当社取締役会は、このような取引条件を把握し、当該取引の適正性・
妥当性を確認したうえで、当社の利益を害するものではないと判断して
おります。

（ウ)取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。

③　重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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(7) 主要な事業内容（平成29年２月28日現在）

当社は、総合小売事業を営むユニー株式会社の子会社であります。

なお、ユニー株式会社は、コンビニエンス事業、総合小売事業等の持株会

社であるユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社

であります。

当社は、金融サービス事業を営んでおり、カード事業において、包括信用

購入あっせんおよび融資ならびに電子マネーの提供、旅行等の通信販売を行

っております。また、保険リース事業においては、ユニー株式会社およびそ

の子会社、取引先ならびにその従業員等に対する損害保険および生命保険の

販売、当社クレジットカード会員に対する損害保険および生命保険の通信販

売やリースの提供を行っております。

(8) 主要な営業所（平成29年２月28日現在）

本 社 愛知県稲沢市

営 業 所

関東営業所　：神奈川県横浜市神奈川区

静岡営業所　：静岡県静岡市駿河区

北陸営業所　：石川県金沢市

(9) 従業員の状況（平成29年２月28日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

144名 1名減 41.9歳 13.2年

 (注) 　従業員数には、契約社員およびパートタイマー299名（期中平均人員）を含めておりませ

ん。

(10) 主要な借入先の状況（平成29年２月28日現在）

借 入 先 借 入 額

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 48,400百万円

ユ ニ ー 株 式 会 社 5,000百万円

岐 阜 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 500百万円

(11) その他株式会社の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。
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２．株式会社の株式に関する事項（平成29年２月28日現在）

(1) 発行可能株式総数 60,000,000株

(2) 発行済株式の総数 18,807,700株

（自己株式124株を含む）

(3) 株主数 　 　2,857名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ユ ニ ー 株 式 会 社 15,299,700株 81.34%

立 花 証 券 株 式 会 社 273,600株 1.45%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

241,200株 1.28%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

187,500株 0.99%

高 橋 芳 明 154,500株 0.82%

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 114,300株 0.60%

橋 本 忠 尚 113,000株 0.60%

山 下 正 行 78,700株 0.41%

Ｕ Ｃ Ｓ 従 業 員 持 株 会 74,700株 0.39%

株 式 会 社 ス ペ ー ス 紙 化 69,000株 0.36%

（注）持株比率は自己株式（124株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３．株式会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．株式会社の会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等（平成29年２月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 後 藤 秀 樹

取締役 小 川 高 正
経営政策担当

株式会社アトム社外取締役

取締役 髙 　 野 　 陽 太 郎 営業本部長

取締役 外 山 綱 正 カード管理本部長

取締役 林 　 秀 樹 業務本部長

取締役 越 田 次 郎

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社取締役専務執行役員
経営管理本部長

ユニー株式会社取締役専務執行役員経理財務本部本部長

取締役 藤 本 和 久
矢作建設工業株式会社代表取締役会長

ＮＤＳ株式会社社外取締役

常勤監査役 立 間 桂 子

監査役 永 冨 史 子
永冨法律事務所弁護士

中部電力株式会社社外監査役

監査役 永 田 昭 夫

公認会計士永田昭夫事務所所長

日本トランスシティ株式会社社外監査役

株式会社パレモ社外取締役

竹田印刷株式会社社外監査役

（注）１．平成28年５月27日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって、取締役長瀬洋一郎氏
は、任期満了により退任いたしました。

２．平成28年５月27日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって、監査役福田豊氏は、
辞任により退任いたしました。

３．平成28年５月27日開催の第25回定時株主総会において、小川高正氏、林秀樹氏および
藤本和久氏は、新たに取締役に選任され、就任いたしました。

４．平成28年５月27日開催の第25回定時株主総会において、立間桂子氏は、新たに監査役
に選任され、就任いたしました。

５．取締役藤本和久氏は、社外取締役であります。
６．監査役永冨史子氏および監査役永田昭夫氏は、社外監査役であります。
７．当社は、取締役藤本和久氏および監査役永冨史子氏を、株式会社東京証券取引所に対

し、独立役員として届け出ております。
８．監査役永田昭夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当

程度の知見を有するものであります。
９．平成29年３月１日付の取締役の地位および担当の異動
　　　外山　綱正　取締役業務本部長
　　　林　　秀樹　取締役カード管理本部長
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(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報酬等の総額

取 締 役 8名 58,950千円

監 査 役 4名 20,334千円

合 計 12名 79,284千円

（注）１．上記には、平成28年5月27日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了によ

り退任した取締役１名および辞任により退任した監査役１名が含まれております。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、平成20年５月29日開催の第17回定時株主総会において年額２

億円以内（うち社外取締役分は年額2,000万円以内）（ただし、使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成20年５月29日開催の第17回定時株主総会において年額

4,800万円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

①　取締役　藤本和久

（ア）重要な兼職先と当社との関係

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

（イ）当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席状況および発言状況

平成28年５月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回す

べてに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

（ウ）責任限定契約の内容の概要

当社と取締役藤本和久氏は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金240万

円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。

②　監査役　永冨史子

（ア）重要な兼職先と当社との関係

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

（イ）当事業年度における主な活動状況

ⓐ　取締役会への出席状況および発言状況

当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、主に弁護士

としての専門的見地から議案の妥当性・適正性を確保するための助

言・提言を行っております。

ⓑ　監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度に開催された監査役会15回すべてに出席し、監査結果に

ついての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま

す。
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（ウ）責任限定契約の内容の概要

当社と監査役永冨史子氏は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金240万

円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。

　　③　監査役　永田昭夫

（ア）重要な兼職先と当社との関係

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

（イ）当事業年度における主な活動状況

ⓐ　取締役会への出席状況および発言状況

当事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席し、主に公認会

計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正

性を確保するための発言を行っております。

ⓑ　監査役会への出席状況および発言状況

当事業年度に開催された監査役会15回すべてに出席し、監査結果に

ついての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま

す。

（ウ）責任限定契約の内容の概要

当社と監査役永田昭夫氏は、会社法第423条第１項の賠償責任を限定す

る契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金240万

円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。

　　④　社外役員の報酬等の総額等

支 給 人 員
当 社 か ら の
報酬等の総額

親 会 社 ま た は 当 該 親 会 社 の
子会社からの役員報酬等の総額

社外役員の報酬等の総額等 4名 9,834千円 6,759千円

（注）上記には、平成28年5月27日開催の第25回定時株主総会終結の時まで社外役員の要件を満

たしていた取締役１名の社外取締役としての報酬等が含まれております。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①　公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

②　公認会計士法第２条第１項以外の業務に関する報酬

25,600千円

2,400千円

③　当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,000千円

　（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、上記①の報酬にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項以外の業務（親会社の連

結決算の目的のため親会社会計監査人からの指示書に基づく業務）について対価を

支払っております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の項目別

監査時間や人員配置などの内容、過年度の監査計画と実績の状況、会計監査

人の監査の執行状況など報酬見積りの算出根拠等を精査した結果、会計監査

人の報酬等について同意いたしました。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には、監査役

全員の同意により会計監査人を解任します。また、会計監査人の監査の継続

について著しい支障が生じた場合や監査の適切性をより高めるために会計監

査人の変更が妥当であると判断される場合等には、監査役会が当該会計監査

人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会がこれを株主

総会に提出いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制

（ア）当社は、当社の企業理念、経営理念、私たちの心構えを行動規範とし、

法令・定款および社会的規範を遵守し、適法かつ公正な企業活動の推進

に努めるものとする。また、職務の執行にあたり遵守すべき法令、規範

を「企業倫理基準」として成文化し、取締役および使用人に対し周知す

るものとする。使用人が遵守すべきルールは、所管部署ごとにマニュア

ルなどを作成し、徹底を図るものとする。

（イ）当社は、法令・定款遵守のもと、コンプライアンス関連規程を制定す

るとともに、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設

置し、コンプライアンスおよび企業倫理の意識の普及・啓発を図るとと

もに教育を行うものとする。監査部門は、コンプライアンス関連規程の

遵守状況について定期および特別監査を実施し、取締役社長および担当

取締役ならびに担当執行役員に報告するものとする。

（ウ）当社は、コンプライアンス上、疑義がある行為について、従業員およ

び取引先から通報を受け付ける内部通報制度を採用し、重大な法令違反、

ルール違反については、社内規程に基づき厳正に対処するものとする。

（エ）取締役は、重大な法令違反、その他コンプライアンスに関する重大な

事実が発生した場合には、直ちに監査役に報告するとともに取締役会に

報告し、不適合の是正を行うものとする。

（オ）監査役は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合しているか監

査し、監査機能の実効性の向上に努めるものとする。

（カ）当社は、反社会的勢力を排除し、関係を遮断するために、その関係遮

断を社内外に宣言し対応を図るものとする。また、警察、弁護士などの

外部機関、業界団体および地域社会との連携強化を図り、組織としての

対応に努めるものとする。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

（ア）当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役の職務の執

行に係る情報を、文書（電磁的記録を含む）に記録し、文書管理規程に

基づき適切に保存・管理するものとする。また、取締役および監査役は、

常時これらの文書を閲覧できるものとする。

（イ）当社は、文書管理規程を改定する場合、取締役会の承認を得るものと

し、総務人事部がこれを所管するものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ア）当社は、リスクの発生の阻止・低減およびリスク発生時の的確なリス

ク管理体制として、リスク管理規程を定め、取締役社長を委員長とする

リスクマネジメント委員会を設置し、全社的な（経営的、事故・災害、

社会的）リスク管理の状況を把握し、リスクの回避・低減のための対策

の実施、改善などの活動を展開するものとする。

（イ）当社は、所管部署ごとにマニュアルなどを作成し、教育を実施するこ

とによって発生が予測されるリスクの防止、低減を行うものとする。

（ウ）当社は、新たなリスク発生時には、リスク管理規程に基づき、担当取

締役または担当執行役員の指揮のもと、迅速かつ適切な対応を行うもの

とする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ア）当社は、経営の重要な意思決定を行う取締役会の他に、的確かつ機動

的な意思決定を行うため、取締役社長を議長とする経営会議を開催し、

業務執行上の重要事項の審議・報告ならびに業務の遂行状況を把握する

ものとする。

（イ）取締役は、業務分掌規程、職務権限基準に基づき、職務の効率的な執

行を図るとともに、主要な会議において職務の執行状況と課題の解決

策・改善策報告を行い、経営目標の達成に努めるものとする。
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⑤ 当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の

適正を確保するための体制

（ア）当社は、ユニー株式会社（以下「親会社」という）が実施する関係会

社経営インタビューにおいて、四半期ごとに当社の経営状況の報告を行

うものとする。

（イ）当社は、親会社とその子会社の全従業員を対象とする通報制度「グル

ープヘルプライン」に参加し、コンプライアンス問題の早期発見と不正

等の未然防止を図るものとする。

（ウ）当社は、親会社が定める関係会社管理規程に基づき、一定事項につい

て親会社に報告等を行うものとする。

（エ）監査役は、定期的に開催されるグループ監査役連絡会への参加および

親会社監査役との定期ミーティングにより、内部統制システムの整備状

況と運用状況について情報の共有を行うものとする。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、財務報告の信頼性を確保するために、全社的内部統制の状況

および業務プロセスについて、「財務報告内部統制委員会」の方針に基

づき評価・改善・是正および文書化を行うものとする。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人は配置しないものとする。

　ただし、監査役（会）が、監査上必要としたときは、監査部門などの

使用人に監査業務に必要な事項を依頼することができる体制をとるもの

とする。

⑧ 前項の使用人の取締役からの独立性ならびに監査役の指示の実効性の確

保に関する事項

　監査役（会）から監査業務に必要な依頼事項を受けた監査部門などの

使用人は、その依頼事項に関し、取締役の指揮命令を受けないものとす

る。また、当該使用人は、監査役の指示に忠実に従うものとする。
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⑨ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への

報告に関する体制

　取締役および使用人は、法令で定められているもののほか、監査役会

が定めた監査役（会）への報告事項を適時に報告するものとする。

⑩ 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

（ア）当社の取締役および使用人は、当社が定めている内部通報制度へ公益

通報をした者ならびに監査役に前項の報告をした者に対し、当該通報ま

たは報告をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止するものとする。

（イ）当社は、公益通報した者に対する不利益取扱いの禁止を内部通報規程

等にて定め、取締役および使用人に対し周知するものとする。

⑪ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に

関する事項

（ア）当社は、監査役からの要請に応じ、監査役の職務の執行に関連し生ず

る費用について、事前申請または事後速やかな報告により、その費用を

前払いまたは事後の支払いにより負担するものとする。

（イ）当社は、監査役が独自の弁護士・公認会計士等の外部専門家を必要と

し、当該監査役の職務の執行上必要と認めた場合は、その費用を負担す

るものとする。

⑫ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ア）取締役と監査役（会）は、経営課題および監査上の重点課題について

意見交換し、相互認識と信頼関係を深めるため、定期的に会合を行い意

思の疎通に努めるものとする。

（イ）監査役は当社の主要な会議に出席し、経営上の重要課題について説明

報告を求めることができるものとする。
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(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

① 内部統制システムの整備に関する基本方針の改定内容の周知

　当社は、平成28年11月22日の取締役会の決議により内部統制システムの整

備に関する基本方針の内容を一部改定いたしました。

　当該変更の後にその趣旨、内容等につきまして当社従業員に対し説明を行

い、周知を図りました。

② コンプライアンス体制

　当社は、取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、

四半期ごとに開催をしております。当該委員会では、コンプライアンス規程

に基づく確認事項として、コンプライアンスに関する基本方針や方向性の検

討の実施、教育や定期検証などの行動計画の決定とその進捗状況の確認、内

部通報制度の運用状況の確認等を行っております。また、リスクマネジメン

ト委員会では、当社の業務に係る法令の制改定や取り組み状況の確認を行っ

ております。

③ リスク管理体制

　当社は、リスク管理規程に基づき、当社のリスクを類型ごとに分類してリ

スク分析を行っております。また、発生した事件・事故等については、リス

クマネジメント委員会で経緯等の確認や再発防止策の検討をしております。

リスクマネジメント委員会では、前述のコンプライアンス体制の運用状況の

確認やリスク事件・事故の検討等のほか、反社会的勢力の排除および関係遮

断に対する取組についても検討等を行っております。リスクマネジメント

委員会は四半期ごとの定期開催のほか、事件・事故等の発生時に必要に応じ

て適宜臨時開催をしております。なお、当事業年度においては、当社の事業

に重大な影響を与える事件・事故は発生しておりません。

④ グループの業務管理体制

　当社は、親会社が開催する関係会社経営インタビューに出席し、グループ

方針の確認や重要事項の報告、情報の共有化等を行いました。
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⑤ 監査役の監査体制

　当社の監査役は、取締役会のほか、経営会議、リスクマネジメント委員会

等重要な会議に出席しております。また、監査役会を定期的または臨時に開

催し、常勤監査役から社外監査役へ必要な情報提供を行っているほか、四半

期に１回開催する三様監査会において、常勤監査役、社外監査役、会計監査

人、内部監査部門が情報交換をすることで監査の実効性の向上を図っており

ます。

７．株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

本事業報告中に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年２月28日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

割 賦 売 掛 金

営 業 貸 付 金

リ ー ス 投 資 資 産

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 収 益

未 収 入 金

預 け 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

賃 貸 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

145,170,559

5,005,543

105,734,505

10,254,360

1,320,825

235,638

118,916

847,759

1,471,710

897,518

19,816,543

41,237

△574,000

5,271,591

1,963,027

1,759,504

122,375

81,147

1,253,608

1,226,175

27,433

2,054,954

30,077

147,243

1,558,440

403,089

△83,896

流 動 負 債 117,023,063

買 掛 金 59,809,124

関係会社短期借入金 48,400,000

一年内返済予定の長期借入金 500,000

一年内返済予定の関係会社長期借入金 1,000,000

リ ー ス 債 務 5,888

未 払 金 1,187,040

未 払 費 用 108,193

未 払 法 人 税 等 673,066

前 受 金 54,429

預 り 金 3,154,563

賞 与 引 当 金 67,000

役 員 賞 与 引 当 金 9,654

ポ イ ン ト 引 当 金 1,948,000

割 賦 利 益 繰 延 90,604

資 産 除 去 債 務 420

そ の 他 15,078

固 定 負 債 9,202,228

関係会社長期借入金 4,000,000

リ ー ス 債 務 4,332

長 期 預 り 保 証 金 11,340

利息返還損失引当金 5,157,918

資 産 除 去 債 務 28,636

負 債 合 計 126,225,292

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 24,209,898

資 本 金 1,610,890

資 本 剰 余 金 2,001,890

資 本 準 備 金 2,001,890

利 益 剰 余 金 20,597,194

利 益 準 備 金 147,266

その他利益剰余金 20,449,928

別 途 積 立 金 19,547,000

繰 越 利 益 剰 余 金 902,928

自 己 株 式 △76

評価・換算差額等 6,960

その他有価証券評価差額金 6,960

純 資 産 合 計 24,216,858

資 産 合 計 150,442,150 負債及び純資産合計 150,442,150
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損　益　計　算　書

(自　平成28年３月１日)至　平成29年２月28日
（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 19,997,349

包 括 信 用 購 入 あ っ せ ん 収 益 13,236,706

融 資 収 益 1,867,102

電 子 マ ネ ー 事 業 収 益 2,150,895

保 険 代 理 業 収 益 1,721,035

そ の 他 の 収 益 1,021,576

金 融 収 益 33

営 業 費 用 19,695,755

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 19,560,165

金 融 費 用 135,590

営 業 利 益 301,593

営 業 外 収 益 4,598

受 取 配 当 金 1,162

そ の 他 の 営 業 外 収 益 3,436

営 業 外 費 用 1,222

そ の 他 の 営 業 外 費 用 1,222

経 常 利 益 304,969

特 別 損 失 819

固 定 資 産 除 却 損 819

税 引 前 当 期 純 利 益 304,149

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,353,709

法 人 税 等 調 整 額 △1,069,021 284,687

当 期 純 利 益 19,462
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株主資本等変動計算書

(自　平成28年３月１日)至　平成29年２月28日

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,610,890 2,001,890 147,266 17,647,000 3,253,656 21,047,922 △76 24,660,625

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － △470,189 △470,189 － △470,189

別途積立金の積立 － － － 1,900,000 △1,900,000 － － －

当 期 純 利 益 － － － － 19,462 19,462 － 19,462

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

－ － － － － － － －

当期変動額合計 － － － 1,900,000 △2,350,727 △450,727 － △450,727

当 期 末 残 高 1,610,890 2,001,890 147,266 19,547,000 902,928 20,597,194 △76 24,209,898

評価・換算
差 額 等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

当 期 首 残 高 4,857 24,665,483

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △470,189

別途積立金の積立 － －

当 期 純 利 益 － 19,462

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

2,102 2,102

当期変動額合計 2,102 △448,624

当 期 末 残 高 6,960 24,216,858
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準および評価方法

　　①有価証券の評価基準および評価方法

　その他有価証券

　　時価のあるもの　　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　　時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

　　②たな卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

　　①賃貸資産　　　　　　　　　　リース期間定額法

　　②その他の有形固定資産　　　　定額法

　　③無形固定資産　　　　　　　　定額法､なお､自社利用のソフトウエアについては､ 社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

（３）引当金の計上基準

　　①貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては、過去の実績率等を勘案した当社所定の基準に

より計上しております。また、貸倒懸念債権等特定の

債権については、回収不能見込額を計上しております。

　　②賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当

事業年度期間対応額を計上しております。

　　③役員賞与引当金　　　　　　　役員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上

しております。

　　④ポイント引当金　　　　　　　カードの利用金額等によるプレゼントの支払いに備え

るため、過去の経験率等を勘案した当社所定の基準に

より計上しております。
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　　⑤退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、発生時における平均残存勤務期

間内の一定の年数（10年）でそれぞれ発生の翌期から

定額法で費用処理しております。なお、当事業年度末

における年金資産が退職給付債務に未認識数理計算上

の差異等を加減した額を超過しているため、前払年金

費用として投資その他の資産に計上しております。

　　⑥利息返還損失引当金　　　　　将来の利息返還請求に起因して生じる利息返還額に備

えるため、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上

しております。

（４）収益の計上基準

　　①包括信用購入あっせん　　　　加盟店手数料は取扱高発生基準、顧客手数料は残債方

式および期日到来基準に基づく７・８分法で処理して

おります。

　　②融資　　　　　　　　　　　　残債方式にて処理しております。

　　③所有権移転外ファイナンス・リース

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益の

計上基準については、リース料受取時に利息相当額と

元本回収額とに区分し、利息相当額は損益として処理

し、元本回収額はリース投資資産の元本回収額として

処理する方法によっております。

（５）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　　消費税等の会計処理　　　　　税抜方式によっております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、長期前払

消費税等として投資その他の資産の「その他」に含め

て計上し、５年間で均等償却を行っております。
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２．会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に関する注記

減価償却方法の変更

当社は、賃貸資産以外の有形固定資産の減価償却方法については、従来、定率法（ただ

し、平成10年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用

しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。

この変更は、親会社であるユニーグループ・ホールディングス株式会社（現ユニー・フ

ァミリーマートホールディングス株式会社）が有形固定資産の減価償却方法を定率法から

定額法へ変更することを契機とし、有形固定資産の減価償却方法を見直したものです。

当該見直しの結果、当社における有形固定資産はその使用期間中に均等な使用になると

見込まれること、収益が安定的に発生していることなどを総合的に勘案し、当社において、

定額法を採用したほうが収益と費用の対応関係がより適切であり、当社の経営実態をより

適切に反映させることができると判断し、当事業年度より有形固定資産の減価償却の方法

を定率法から定額法へ変更いたしました。

この変更による影響は軽微であります。

３．表示方法の変更に関する注記

前事業年度において「営業収益」の「その他の収益」に含めて表示しておりました「電

子マネー事業収益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。

なお、前事業年度の「電子マネー事業収益」は1,927,591千円であります。

４．会計上の見積りの変更に関する注記

利息返還損失引当金の見積りの変更

将来の利息返還請求に起因して生じる利息返還額に備えるため、過去の返還実績等を勘

案した必要額を利息返還損失引当金として計上しておりますが、平成28年９月１日に親会

社であるユニーグループ・ホールディングス株式会社（現ユニー・ファミリーマートホー

ルディングス株式会社）が経営統合することを契機に利息返還損失引当金の見積り方法に

関して見直しを行いました。過去の利息返還額等に関して新債権管理システムの稼動等に

より、当事業年度において精緻なデータ分析が可能になったことから、引当金の見積りに

おける合理的見積期間を含む計算の仮定を見直しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期

純利益がそれぞれ3,534,918千円減少しております。
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５．追加情報

カード発行費に係る会計処理

キャッシュレス決済の推進が図られＩＣクレジットカードの適用分野の拡大および環境

整備が進み、安全面、機能面においてより利便性のあるＩＣクレジットカードに係る資産

価値の向上が明らかとなりました。当社はクレジットカードの発行費用について、従来、

発行時に一括費用処理しておりましたが、新たな管理システムの導入等により発行された

ＩＣクレジットカードの詳細な管理ができるようになったことから、平成28年９月以降に

発行するＩＣクレジットカードの発行費については資産として計上し、ＩＣクレジットカ

ードの有効期限にわたって償却することとしております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期

純利益がそれぞれ78,708千円増加しております。

６．貸借対照表に関する注記

 （１）有形固定資産の減価償却累計額 2,009,902千円

 （２）関係会社に対する金銭債権および金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権

長期金銭債権

20,227,744千円

35,294千円

短期金銭債務 41,281,254千円

７．損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

営業収益 3,106,669千円

営業費用 299,104千円

８．株主資本等変動計算書に関する注記

 （１）当事業年度の末日における発行済株式の総数

　 普通株式 18,807,700株

 （２）当事業年度の末日における自己株式の数

　 普通株式 124株

 （３）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　 平成28年５月27日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。

　 普通株式の配当に関する事項

　 ①配当の総額 470,189千円

   ②１株当たり配当額 25円

   ③基準日 平成28年２月29日

   ④効力発生日 平成28年５月30日
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 （４）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

　 平成29年５月19日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する予定です。

　 普通株式の配当に関する事項

　 ①配当の総額 470,189千円

　 ②１株当たり配当額 25円

　 ③基準日 平成29年２月28日

　 ④効力発生日 平成29年５月22日

９．税効果会計に関する注記

　　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

　　①流動の部

　繰延税金資産

　ポイント引当金 596,282千円

　未払事業税 41,223千円

　賞与引当金 20,508千円

　貸倒引当金 175,324千円

　その他 14,419千円

　合計 847,759千円

　繰延税金資産の純額 847,759千円

　　②固定の部

　繰延税金資産

　利息返還損失引当金 1,569,969千円

　資産除去債務 8,756千円

　貸倒引当金 25,680千円

　その他 7,425千円

　小計 1,611,832千円

　評価性引当額 △56千円

　合計 1,611,775千円

　繰延税金負債

　前払年金費用 44,732千円

　その他 8,602千円

　合計 53,334千円

　繰延税金資産の純額 1,558,440千円
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10．金融商品に関する注記

　（１）金融商品の状況に関する事項

　　①金融商品に対する取組方針

　当社はクレジットカード事業等の金融事業を行っております。これらの事業を行うた

め、市場の状況や長短のバランスを検討し、親会社からの借入や銀行借入による間接金融

のほか、債権流動化による直接金融によって資金調達を行っております。

　また、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

　　②金融商品の内容およびそのリスク

　当社が保有する金融資産は、主にクレジットカード事業による包括信用購入あっせん部

門の割賦売掛金および融資部門の営業貸付金であり、顧客の契約不履行によってもたらさ

れる信用リスクにさらされております。

　投資有価証券は主に取引先の企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされてお

ります。

　借入金等は、資金調達環境の悪化等による流動性リスクにさらされております。

　　③金融商品に係るリスク管理体制

　ⅰ信用リスクの管理

　当社は法令および社内関連規程に従い、割賦売掛金および営業貸付金について与信審

査、与信限度額および信用情報管理など与信管理に対する体制を整備し、運営しておりま

す。これらの与信管理はオペレーション部等で行われており、与信管理の状況について

は、内部監査担当がチェックを行っております。

　ⅱ資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社は資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整、親会社

からの借入などにより流動性リスクを管理しております。

　　④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採

用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。
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　（２）金融商品の時価等に関する事項

　　平成29年２月28日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に

は含めておりません。（（注)２．を参照ください。）

　　（単位：千円）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 現 金 及 び 預 金 5,005,543 5,005,543 －

② 割 賦 売 掛 金 105,734,505

貸 倒 引 当 金 △558,000

割 賦 利 益 繰 延 △90,604

105,085,901 105,105,234 19,333

③ 営 業 貸 付 金 10,254,360

貸 倒 引 当 金 △10,000

10,244,360 10,252,355 7,994

④ 未 収 収 益 1,471,710 1,471,710 －

⑤ 未 収 入 金 897,518

貸 倒 引 当 金 △1,000

896,518 896,518 －

⑥ 預 け 金 19,816,543 19,816,543 －

⑦ 投 資 有 価 証 券 12,973 12,973 －

資 産 計 142,533,551 142,560,878 27,327

① 買 掛 金 59,809,124 59,809,124 －

② 関係会社短期借入金 48,400,000 48,400,000 －

③ 未 払 金 1,187,040 1,187,040 －

④ 預 り 金 3,154,563 3,154,563 －

⑤ 長期借入金(※） 5,500,000 5,531,438 31,438

負 債 計 118,050,728 118,082,166 31,438

 (※) 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金および関係会社長期借入金が含まれており

ます。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　資産

　　①現金及び預金、⑥預け金

　　　預金および預け金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

　　②割賦売掛金、③営業貸付金

　　　これらのうち一般債権において決算日後１年超で償還が予定されているものについては、

決算日時点における新規契約の利率で割り引いた現在価値を時価としております。

　　　なお、一般債権において短期間で決済されるものおよび貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、時価は貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似していることか

ら、当該価額を時価としております。

　　④未収収益、⑤未収入金

　　　これらについては短期間で決済されるため、時価は貸借対照表価額から現在の貸倒見積高

を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としております。

　　⑦投資有価証券

　　　投資有価証券（株式）の時価については取引所の価格によっております。なお、非上場株

式など市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は時価開

示の対象としておりません。（（注)２．を参照ください。）

　負債

　　①買掛金、②関係会社短期借入金、③未払金、④預り金

　　　これらについては短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

　⑤長期借入金

　　　時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定する方法によっております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

　（単位：千円）

区　　　　　分 貸 借 対 照 表 計 上 額

投 資 有 価 証 券 （ 非 上 場 株 式 ） 17,104

合　　　　　計 17,104
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（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内
２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

現金及び預金 5,005,543 － － － － －

割 賦 売 掛 金 92,159,483 5,188,174 2,812,709 1,689,845 899,754 1,182,574

営 業 貸 付 金 5,243,488 2,708,400 1,254,322 653,314 269,185 121,060

未 収 収 益 1,471,710 － － － － －

未 収 入 金 897,518 － － － － －

預 け 金 19,816,543 － － － － －

合 計 124,594,287 7,896,575 4,067,031 2,343,160 1,168,940 1,303,634

割賦売掛金および営業貸付金のうち、償還予定額が見込めない債権は含めておりません。

（注）４．長期借入金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

関係会社短期借入金 48,400,000 － － － － －

長期借入金 1,500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 － －

合 計 49,900,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 － －

11．関連当事者との取引に関する注記

親会社および法人主要株主等

種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関連当事者との関係 取引の内容
取 引 金 額
（ 千 円 ）

(注)３
科 目

期 末 残 高
（ 千 円 ）
(注)３

親 会 社

ユニー・ファミ
リーマートホー
ルディングス株
式会社

（注）６

（被所有）

間接　81.35
役 員 の 兼 任 等

被 保 証
(注)１

(64百万US$)
7,203,200

－ －

保証料支払
(注)１

13,649

資金の借入
(注)２

－
関 係 会 社
短期借入金

48,400,000

利息の支払
(注)２ 89,519 － －
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種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の 所 有
（被所有）割合（％）

関連当事者との関係 取引の内容
取 引 金 額
（ 千 円 ）

(注)４
科 目

期 末 残 高
（ 千 円 ）
(注)４

親 会 社
（注）７

ユニー株式会社
（被所有）

直接　81.35

加 盟 店 契 約
（クレジットカード・
電 子 マ ネ ー ）

包括信用購
入あっせん

収益
（注）５

3,558,358 買掛金 41,238,818

電 子 マ ネ ー
事 業 収 益
（注）５

2,081,563 預け金 19,583,074

資金の借入 －

関 係 会 社
長期借入金
（１年内返
済予定を含
む）

5,000,000

利息の支払
(注)２ 12,992 － －

取引条件および取引条件の決定方針等

（注）１．当社のマスターカードブランドのクレジットカードに係る加盟店に対する債務につい
てユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社から保証を受けており、年率
0.2％の保証料を支払っております。

　　　２．資金の借入は、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社が運営するキャ
ッシュ・マネジメント・システムによるものであり、資金が短期的に移動するため、
取引金額は記載を省略しております。また、借入金の利率については、市場金利を勘
案して合理的に決定しております。

　　　３．上記の金額には消費税等が含まれておりません。

　　　４．上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が
含まれております。

　　　５．取引条件の決定については、一般取引条件を参考にしながら、経費等を勘案し、交渉
の上決定しております。

　　　６．平成28年８月21日に、当社親会社のユニーグループ・ホールディングス株式会社（以
下、ユニーグループＨＤ）から、その完全子会社であるユニー株式会社に当社株式が
承継されております。また、ユニーグループＨＤは、平成28年９月１日付で株式会社
ファミリーマートに吸収合併され、株式会社ファミリーマートはユニー・ファミリー
マートホールディングス株式会社（以下、ユニー・ファミリーマートＨＤ）に商号変
更しております。なお、合併前のユニーグループＨＤの取引金額については、ユニー・
ファミリーマートＨＤの取引金額に含めて記載しております。

　　　７．同一の親会社を持つ会社であったユニー株式会社は（注）６．に記載のとおり、平成
28年８月21日より当社の親会社に変更になり、同日付で当社に対する貸付金
（5,000,000千円）をユニーグループ・ホールディングス株式会社から承継しておりま
す。なお、取引金額については、同一の親会社を持つ会社であった期間を含めて記載
しております。

12．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,287円61銭

１株当たり当期純利益 1円03銭

13．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年４月５日

株式会社ＵＣＳ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 川 　 勝 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 膳 亀 　 聡 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＵＣＳの平成28年３
月１日から平成29年２月28日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

強調事項
　個別注記表の会計上の見積りの変更に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業
年度より利息返還損失引当金の見積り方法について変更を行っている。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第26期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事
業所において業務および財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則
第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等から
その構築および運用の状況について定期的に報告を受け、課題の進捗について確認し意見を
表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等および有限責任あ
ずさ監査法人から当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項および同号ロの判
断および理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につい
て検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検
討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に
係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益
を害さないように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての
取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人、有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成29年４月６日

株 式 会 社 Ｕ Ｃ Ｓ 　 監 査 役 会

常勤監査役 立 間 桂 子 
社外監査役 永 冨 史 子 
社外監査役 永 田 昭 夫 

以　上

－ 34 －
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株主総会参考書類

　第１号議案　剰余金の処分の件

第26期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに当社を取り巻く経

営環境、株主の皆様への利益還元等を総合的に勘案いたしまして、普通株式

１株につき25円といたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金25円

配当総額は470,189,400円

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年５月22日

－ 35 －
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第２号議案　取締役７名選任の件

本総会終結の時をもって取締役７名全員は、任期満了となります。つきまして

は、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

１

ご

後
とう

藤
ひで

秀
き

樹

(昭和44年５月１日生)

平成４年３月　ユニー株式会社入社

平成６年９月　当社入社

平成15年２月　当社業務統括部事務管理担当

部長

平成16年２月　当社企画開発部政策推進担当

部長

平成18年２月　当社業務本部経営政策部長

平成21年３月　当社執行役員業務本部長兼法

務部長

平成21年８月　当社執行役員業務本部長兼経

営政策部長

平成23年２月　当社執行役員業務本部長

平成24年２月　当社執行役員営業本部長

平成24年５月　当社取締役営業本部長

平成26年２月　当社取締役

平成26年３月　当社代表取締役社長（現任）

17,100株

【取締役候補者とした理由】

　当社の経営政策部門、業務部門、営業部門の管掌を歴任し、平成26年に代表取締役

就任以降は、経営トップとして当社の経営を牽引し、当社の成長に貢献いたしてお

り、今後も当社の持続的企業価値の向上のために適切な人材であると判断し、取締役

候補者としたものであります。

－ 36 －
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

２

お

小
がわ

川
たか

高
まさ

正

(昭和31年４月２日生)

昭和54年３月　ユニー株式会社入社

平成13年８月　同社香久山店長

平成16年８月　同社中京本部食品部長

平成20年５月　同社執行役員営業統括本部ユ

ニー営業本部長

平成21年５月　同社取締役執行役員営業統括

本部ピアゴ営業本部長

平成24年５月　同社常務取締役常務執行役員

営業統括本部ピアゴ営業本部

長

平成25年２月　株式会社サークルＫサンクス

代表取締役専務営業本部、商

品本部管掌

平成25年８月　同社代表取締役専務営業統括

本部長

平成27年３月　ユニーグループ・ホールディ

ングス株式会社顧問

平成27年５月　同社取締役常務執行役員関係

会社担当

平成27年６月　株式会社アトム社外取締役

　　　　　　　（現任）

平成28年５月　当社取締役経営政策担当

　　　　　　　（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社アトム社外取締役

800株

【取締役候補者とした理由】

　ユニー株式会社などの取締役として経営に携わり、経営者としての豊富な知識、経

験を有しているため、当社の持続的企業価値の向上のために適切な人材であると判断

し、取締役候補者としたものであります。

－ 37 －
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

３

たか

髙　
の

野
 

　
よう

陽
た

太
ろう

郎

(昭和31年８月17日生)

昭和54年３月　ユニー株式会社入社

平成15年２月　当社入社、営業本部営業企画

推進部担当部長

平成16年２月　当社カード業務統括部調査部

担当部長

平成18年２月　当社営業本部開発部長

平成20年２月　当社営業本部融資事業部長

平成20年９月　当社営業本部カード事業部長

平成21年３月　当社執行役員営業本部カード

事業部長

平成21年８月　当社執行役員カード管理本部

オペレーション部長

平成24年２月　当社執行役員カード管理本部

顧客サービス部長兼オペレー

ション部長

平成26年２月　当社執行役員カード管理本部

長兼顧客サービス部長兼オペ

レーション部長

平成26年３月　当社執行役員カード管理本部

長

平成26年５月　当社取締役カード管理本部長

平成28年２月　当社取締役営業本部長

　　　　　　　（現任）

18,500株

【取締役候補者とした理由】

　当社の主力事業の一つであるカード事業における営業部門、カード会員に係る管理

部門の管掌を歴任し、現在は営業本部長として、カード事業のみならず、保険事業を

含めた当社の営業部門を統括しており、今後も収益の拡大の推進に適任であると判断

し、取締役候補者としたものであります。

－ 38 －
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

４

と

外
やま

山
つな

綱
まさ

正

(昭和44年１月20日生)

平成３年３月　ユニー株式会社入社

平成６年４月　当社入社

平成13年５月　当社企画室システム担当部長

平成15年２月　当社業務統括部経理財務部担

当部長

平成18年２月　当社業務本部経理財務部長

平成26年２月　当社執行役員業務本部長兼経

理財務部長

平成26年３月　当社執行役員業務本部長

平成26年５月　当社取締役業務本部長

平成28年２月　当社取締役カード管理本部長

平成29年３月　当社取締役業務本部長

　　　　　　　（現任）

17,900株

【取締役候補者とした理由】

　当社において、長年にわたり経理財務部門の責任者を務め、経理、財務に関する豊

富な知識と経験を有するとともに、現在は業務本部長として、経理財務部門、総務人

事部門、システム部門、法務部門を管掌しており、今後も全社統制、内部統制の推進

に適任であると判断し、取締役候補者としたものであります。

５

はやし

林 　
ひで

秀
き

樹

(昭和37年12月20日生)

平成８年12月　当社入社

平成20年２月　当社営業本部カード事業部長

平成20年９月　当社カード管理本部オペレー

　　　　　　　ション部長

平成21年３月　当社執行役員カード管理本部

　　　　　　　オペレーション部長

平成21年８月　当社執行役員営業本部カード

　　　　　　　事業部長

平成24年２月　当社執行役員カード管理本部

　　　　　　　管理部長

平成28年２月　当社執行役員業務本部長

平成28年５月　当社取締役業務本部長

平成29年３月　当社取締役カード管理本部長

　　　　　　　（現任）

14,800株

【取締役候補者とした理由】

　当社の主力事業の一つであるカード事業における営業部門、債権管理部門、業務部

門の管掌を歴任し、現在はカード管理本部長として、会員管理部門、請求管理部門、

債権管理部門等を管掌しており、今後も収益の拡大や業務の効率化の推進に適任であ

ると判断し、取締役候補者としたものであります。

－ 39 －
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

６

こし

越
だ

田
じ

次
ろう

郎

(昭和29年12月20日生)

昭和54年３月　ユニー株式会社入社

平成15年３月　同社経理財務部長

平成18年５月　同社執行役員経理財務部長

平成21年５月　同社取締役執行役員経理財務

部長

平成23年２月　同社取締役執行役員経理財務

部担当

平成23年５月　同社常務取締役常務執行役員

経理財務部担当

平成24年５月　同社専務取締役専務執行役員

経理財務部担当

平成25年２月　ユニーグループ・ホールディ

ングス株式会社専務取締役最

高財務責任者（ＣＦＯ）

平成25年５月　当社取締役（現任）

平成26年５月　ユニーグループ・ホールディ

ングス株式会社取締役専務執

行役員最高財務責任者（ＣＦ

Ｏ）

平成27年３月　同社取締役専務執行役員

平成27年５月　同社取締役専務執行役員秘書

・広報ＩＲ・経理財務担当

平成28年５月　同社取締役専務執行役員兼グ

ループ経理財務本部長

平成28年９月　ユニー・ファミリーマートホ

ールディングス株式会社取締

役専務執行役員経営管理本部

長（現任）

ユニー株式会社取締役専務執

行役員経理財務本部本部長

（現任）

（重要な兼職の状況）

ユニー・ファミリーマートホールディングス

株式会社取締役専務執行役員

ユニー株式会社取締役専務執行役員

－

【取締役候補者とした理由】

　ユニー株式会社やユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の取締役と

して経営に携わり、経営者としての豊富な知識、経験を有しているため、グループ全

体を見据え、当社の持続的企業価値の向上のために適切な人材であると判断し、取締

役候補者としたものであります。

－ 40 －
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

７

ふじ

藤
もと

本
かず

和
ひさ

久

(昭和27年11月７日生)

平成元年３月　矢作建設工業株式会社入社

平成５年６月　同社取締役

平成13年６月　同社執行役員

　　　　　　　矢作地所株式会社代表取締役

社長

　　　　　　　矢作葵ビル株式会社代表取締

役社長

平成14年６月　矢作建設工業株式会社取締役

兼常務執行役員

平成15年10月　同社取締役兼専務執行役員

平成16年６月　同社代表取締役兼専務執行役

員

平成17年６月　同社代表取締役兼副社長執行

役員

平成20年６月　同社代表取締役副社長

平成24年４月　同社代表取締役社長

平成27年６月　ＮＤＳ株式会社社外取締役

　　　　　　　（現任）

矢作建設工業株式会社代表取

締役会長（現任）

平成28年５月　当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

矢作建設工業株式会社代表取締役会長

ＮＤＳ株式会社社外取締役

800株

【社外取締役候補者とした理由】

　矢作建設工業株式会社の代表取締役会長であり、長年にわたり同社の経営に携わっ

てきた知識と経験に基づき、当社の経営に対し、客観的立場から必要に応じ、ご指

摘、ご意見をいただける人格、識見、能力を有していると判断し、社外取締役候補者

としたものであります。なお、同氏は現在当社の社外取締役でありますが、その在任

期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．過去５年間における当社の親会社であるユニー株式会社での小川高正氏の業務執行者

としての地位および担当は上記のとおりであります。
３．過去５年間における当社の親会社であるユニー株式会社での越田次郎氏の業務執行者

としての地位および担当は上記のとおりであります。
４．藤本和久氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、藤本和久氏を株式会社

東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、
引き続き独立役員となる予定であります。

５．当社は、社外取締役候補者である藤本和久氏との間で、当社定款の規定に基づき、会
社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ
く賠償責任限度額は、金240万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となり
ます。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続す
る予定であります。

－ 41 －
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第３号議案　監査役３名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役３名全員は、任期満了となります。つきまして

は、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

１

たつ

立
ま

間
けい

桂
こ

子

(昭和33年５月20日生)

昭和56年３月　ユニー株式会社入社

平成３年４月　当社入社

平成15年９月　株式会社ユーシーエスサービ

ス（現当社）出向　営業統括

部長

平成16年９月　当社サービス事業統括部会員

サービス事業部長

平成19年６月　当社営業本部マーケティング

事業部長

平成21年３月　当社執行役員営業本部マーケ

ティング事業部長

平成28年２月　当社執行役員業務本部長付部

長

平成28年５月　当社常勤監査役（現任）

12,600株

【監査役候補者とした理由】

　当社のマーケティング事業部長等を歴任し、カード事業と保険リース事業いずれに

も幅広い知識と豊富な業務経験を有しております。平成28年５月監査役就任後は、そ

の経験を活かし、適正な監査を実施しているものと判断し、監査役候補者としたもの

であります。

２

なが

永
とみ

冨
ふみ

史
こ

子

(昭和27年11月28日生)

昭和56年４月　名古屋弁護士会（現愛知県弁

護士会）に弁護士登録

蜂須賀法律事務所にて勤務

平成元年４月　永冨法律事務所開設

　　　　　　　（現在に至る）

平成18年５月　当社社外監査役（現任）

平成28年６月　中部電力株式会社社外監査役

（現任）

（重要な兼職の状況）

永冨法律事務所弁護士

中部電力株式会社社外監査役

10,900株

【社外監査役候補者とした理由】

　弁護士としての専門的見地ならびに経営に関する高い見識を当社の監査に反映し

ていただくためであります。また、同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社

の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務

を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。なお、同氏は現在、当社の社外監

査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となり

ます。
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候補者
番号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社の
株 式 の 数

３

なが

永
た

田
あき

昭
お

夫

(昭和23年９月15日生)

昭和51年３月　公認会計士登録

昭和63年８月　中央新光監査法人代表社員就

任

平成19年８月　あずさ監査法人（現有限責任

あずさ監査法人）代表社員就

任

平成23年７月　公認会計士永田昭夫事務所開

設

（現在に至る）

平成24年６月　日本トランスシティ株式会社

社外監査役（現任）

平成25年５月　当社社外監査役（現任）

平成27年５月　株式会社パレモ社外取締役

（現任）

平成27年６月　竹田印刷株式会社社外監査役

（現任）

（重要な兼職の状況）

公認会計士永田昭夫事務所所長

日本トランスシティ株式会社社外監査役

株式会社パレモ社外取締役

竹田印刷株式会社社外監査役

2,100株

【社外監査役候補者とした理由】

　公認会計士としての専門性を有し、公正・中立な立場からの監査が望めるためであ

ります。また、同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の

経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を

適切に遂行いただけるものと判断いたしました。なお、同氏は現在、当社の社外監査

役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となりま

す。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．永冨史子氏および永田昭夫氏は、社外監査役候補者であります。

３．当社は、永冨史子氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、

同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

４．当社は、社外監査役候補者である永冨史子氏および永田昭夫氏との間で、当社定款の

規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、金240万円と法令の定める最低限度額とのいずれ

か高い額となります。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限

定契約を継続する予定であります。
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第４号議案　補欠監査役２名選任の件

本総会開始の時をもって補欠監査役近藤慎一氏および清原小有里氏の選任の効

力が失効しますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、

常勤監査役の補欠監査役として近藤慎一氏、社外監査役の補欠監査役として清原

小有里氏の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 の 数

１

こん

近
どう

藤
しん

慎
いち

一

(昭和38年１月19日生)

昭和61年３月　株式会社ユニーサービス（現当

社）入社

平成16年９月　当社業務統括部人事担当部長

平成20年２月　当社業務本部総務人事部長

平成21年８月　当社業務本部総務人事部長兼法

務部長

平成25年２月　当社業務本部総務人事部長

平成26年５月　当社執行役員業務本部総務人事

部長（現任）

8,600株

【補欠監査役候補者とした理由】

　当社の総務人事部長として、総務部門や人事部門の実務に携わり、内部統制に必要

な豊富な経験と知識を有していると判断したことから、補欠の監査役候補者といたし

ました。

２

きよ

清　
はら

原　
さ

小
ゆ

有
り

里

（戸籍上の氏名：田中小有里）

(昭和58年８月19日生)

平成23年12月　愛知県弁護士会に弁護士登録

　　　　　　　永冨法律事務所弁護士（現任）

（重要な兼職の状況）

永冨法律事務所弁護士

－

【補欠の社外監査役候補者とした理由】

　弁護士としての視点から、取締役の業務執行の適法性について厳しく監査を行うこ

とを期待したためであります。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありま

せんが、上記の理由により社外監査役の職務を適切に遂行いただけるものと判断して

おります。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２．清原小有里氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．清原小有里氏が監査役に就任した場合には、当社定款の規定に基づき、会社法第423条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償

責任限度額は、金240万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。
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第５号議案　会計監査人選任の件

　本総会終結の時をもって当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、

任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするもので

あります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

　監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人の候補者とした理由は、同

監査法人が独立性および専門性、ならびに監査活動の適切性、妥当性および効率

性を有し、会計監査人として適格性を有していること、また、同監査法人がユニ

ー・ファミリーマートホールディングス株式会社の会計監査人でもあることから、

同一の監査法人を選任することで、より効率的な監査が期待されること、監査に

関する品質管理体制が整備されていること、および金融業界における監査実績が

豊富であること等から総合的に判断し、候補者とすることが適切であると判断し

たためであります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（平成28年12月末日現在）

名 称 有限責任監査法人トーマツ

事 務 所 主たる事務所　　東京都港区港南２-15-３

　　　　　　　　品川インターシティ

沿 革 昭和43年５月　　等松・青木監査法人設立

昭和50年５月　　トウシュ　ロス　インターナショナル

　　　　　　　　（現デロイト　トウシュ　トーマツ　

リミテッド）に加盟

平成２年２月　　監査法人トーマツに名称変更

平成21年７月　　有限責任監査法人に移行し、

有限責任監査法人トーマツに名称変更

概 要 資本金　　　　　　　　　　　　　　　　　933百万円

構成人員　公認会計士　　　　　　　　　　　3,317名

　　　　　会計士試験合格者（会計士補含む）1,063名

　　　　　その他専門職（特定社員含む）　　1,560名

　　　　　事務職　　　　　　　　　　　　　　537名

　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　6,477名

関与会社数　（平成28年９月末日現在）　　　3,427社

事務所等　国内　　30か所

　　　　　海外　約50都市

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

　株主総会は稲沢市民会館（名古屋文理大学文化フォーラム）中ホールで

開催いたしますのでご出席の際は下記のご案内図をご参照ください。

所在地　愛知県稲沢市正明寺三丁目114番地　(0587)24-5111

〔受付開始時刻〕当日午前９時
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〔交 通 機 関〕

１．ＪＲにてお越しの方は、「稲沢駅」で下車してください。

（「名古屋駅」より所要時間は約15分です。）

名鉄電車にてお越しの方は、「国府宮駅」で下車してください。

（「名鉄名古屋駅」より所要時間は約15分です。）

なお、当日ＪＲ「稲沢駅」・名鉄「国府宮駅」から午前９時10分と

９時30分に出発するバスをご用意しておりますので、ご利用ください。

２．お車でお越しの方は、当会場の駐車場をご利用ください。

(
名古屋駅より約14㎞、一宮インターチェンジより約５㎞、清洲東イ

ンターチェンジより約６㎞、西春出口（清洲方面のみ）より

約５㎞、一宮西春出口（一宮方面のみ）より約５㎞です。 )

地図


